
議案第２７号 

 

北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

令和３年２月２５日提出 

 

北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、北名古屋市東公民館を廃止し、北名古屋市西公

民館を北名古屋市公民館に改めるため、本条例の一部を改める必要がある

からである。 

 

 



北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条    

例 

 

北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名古屋市

条例第７２号）の一部を次のように改正する。  

第２条の表を次のように改める。 

名称 位置 

北名古屋市公民館 北名古屋市法成寺蔵化６０番地 

第１１条中「き損し」を「毀損し」に改める。  

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

使用区分 

 

 

 

室名 

午前９時

～正午又

は午後６

時～午後

９時 

午後１時

～午後５

時 

午前９時

～午後５

時又は午

後１時～

午後９時 

午前９時

～午後９

時 

超過１

時間に

つき 

  

 

 

工作室 

円 

１,２００ 

円 

１,５２０ 

円 

２,７２０ 

円 

３,６００ 

円 

５２０ 

料理室 １,２００ １,５２０ ２,７２０ ３,６００ ５２０ 

視聴覚室 １,１４０ １,４４０ ２,５８０ ３,４２０ ４９０ 

展示室 ２１０ ２８０ ５６０ ８４０ ９０ 

展示コーナ

ー 

２７０ ３６０ ７２０ １,０８０ １１０ 

備考  

１ 超過時間は､１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の使用

料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切り上げ

るものとする。 

２ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると認

める場合に限り、１時間を限度として使用することができる。この



場合の使用料は、「超過１時間につき」の欄に定める額とする。  

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につい

ては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に１０

円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

（北名古屋市文化勤労会館条例の一部改正） 

２ 北名古屋市文化勤労会館条例（平成１８年北名古屋市条例第７３号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第２号中「北名古屋市西公民館」を「北名古屋市公民館」に改

める。 


